
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

１．現状 

（１）地域の災害等リスク 

 町の中央部を西から東へと流れる神流川の両岸は、支流が複雑

に入り組み、極めて急峻な地形が連続した起伏の激しい狭隘な地

形をなす山間地域である。平均 1,000m の前後の山々が連なり、林

野面積が村の９４．１％に及んでいる。これに対し、農耕地面積は

1.8％と極めて少ない典型的な山村である。 

 

 

 

 

【土砂災害への警戒：国土交通省 重ねるハザードマップ】 

山間部の楢原や乙父は、地すべり等の土砂災害が発生する恐れがある「土砂災害警戒区域」や 

「土砂災害特別警戒区域」に指定されている箇所に位置している。 

   

 

【洪水、浸水災害への警戒：群馬県水害リスク想定マップ】 

令和元年の台風第 19 号の大雨の影響により、町内を東西に流れる神流川が増水し、一部地域では

氾濫があった。また、1 事業所においては、作業場が床上浸水となり機械類などに甚大な被害が発生

した。 

神流川沿いは群馬県水害リスク想定マップにおいて最大規模降雨に伴う洪水により河川が氾 

濫した場合は浸水することが予想されている。 

 

【地震：地震ハザードステーション（J-SHIS）】 

上野村は比較的、地震の影響が少ない地域に指定されているが、群馬県が実施した「地震被害想

定調査」(平成 24 年 6 月)の予測結果によると、上野村で想定される強い地震は「関東平野北西縁

断層帯主部」「片品川左岸断層」「太田断層」であり、最も大きな影響を受ける地震は関東平野北西

縁断層帯主部」で一部地域において震度 5 強が想定されている。 

被害としては、建物損壊や上下水道の破損などライフラインへの影響などが予想される。 

 



【事故】 

≪昭和 60 年 8 月 12 日 上野村御巣鷹の尾根 旅客機墜落≫ 
概要：18 時 57 分頃、東京国際空港から大阪国際空港に向けて飛行中の日本航空 123 便が上野村の

御巣鷹 の尾根に墜落した。 
被害：被害 死者 520 人、負傷者４人 
 

≪平成 29 年 11 月 8 日 上野村乙母 ヘリコプター墜落≫   
概要：14 時 30 分頃、栃木へリポートに向けて飛行中の東邦航空ヘリコプターが上野村乙母の藤沢橋

に墜落した。 
被害：被害 死者 4 人（搭乗者全員死亡） 
 
【感染症：新型インフルエンザ等対策行動計画】 

 新型インフルエンザは、10 年から 40 年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返している。

一方、「新型コロナウイルス感染症」は、令和 2 年に入ってから国内での流行が見られるようになり、

以後、感染者の減少と増加を繰り返しており、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊

急事態宣言」「まん延防止等重点措置」が実施されているが、“変異株”の影響もあり、全国的にこれま

でに経験のない感染拡大が継続している。「新型コロナウイルス感染症」については、ワクチンの接

種が進められているものの、当村においても多くの村民の生命及び健康に重大な影響を受けるおそ

れがある。現在の新型コロナウイルス感染症への対応はもちろんのこと、今後新たに発生すると想定

される感染症への事前対策は、非常に重要である。 

 

（２）商工業者の状況 

 ・商工業者数    １００ 者 

 ・小規模事業者数   ８７ 者 

 （内訳） 

商 工 業 者 の 業 種 別 内 訳 

（計） 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店 

縮泊業 

サ-ビス業 

 
その他 

１００ １２ １９   ４ ２５ １６ １３  １１ 

 

（３）これまでの取り組み 

【１】当村の取り組み 

・上野村地域防災計画の策定 

 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、村内の災害全般に関して

総合的な指針及び対策計画を定めるため、上野村防災会議が策定した。現在の計画は、平成２２年 

６月版である。また、令和３年９月に「上野村国土強靭化地域計画」を策定済みである。 

 

・食料等の備蓄の推進 

上野村地域防災計画に基づき、想定り災人口のおおむね 3 日分を目標として食料等の備蓄に努め

ており、また、毛布、簡易トイレ、ポータブル充電器、救急セット、感染症対策用品等の資機材も備

蓄を行っている。 

 

・上野村新型インフルエンザ等（感染症）対策行動計画の策定 

当計画においては、村域にかかる新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項、当村が

実施する措置等を定めている。なお、村内での新型コロナウイルス感染症拡大を最小限に抑え、村民

の安心と健康を守るために講じるべき対策を現時点で整理し、感染状況の変化に応じて、迅速かつ適

切に感染症拡大防止の取組を行う必要があることから、令和２年４月に同計画の「新型コロナウイル

ス感染症対策編」を追加策定した。 



【２】当会の取り組み 

 上野村及び群馬県と連携して、処理すべき事務又は業務の大綱は、以下の通り 

①被災事業者に対する支援に関すること。 

②県又は村が行う商工業関係の被害調査への協力に関すること。 

③救援物資及び復旧用資材の確保についての協力に関すること。 

 

・事業者に対するＢＣＰ（事業継続力強化計画を含む）の施策周知 

近年の大規模自然災害の頻発を受け、当会では小規模事業者等に対し、BCP の周知を行っている。 
「事業継続力強化計画」認定制度の案内を窓口及び巡回等により、配布・周知を行っている。 

 

・事業者ＢＣＰ策定セミナー周知・開催 

ＢＣＰの必要性が高まっている現状を踏まえ、小規模事業者向けのＢＣＰ策定セミナー及び関連

セミナーを計画している。 

 

・損害保険への加入促進 

当会では、小規模事業者に対する業務上の災害など財産のリスクヘッジ対策として、中小企業ＰＬ

保険制度、業務災害補償プラン、ビジネス総合保険の普及・加入促進及びぐんま共済協同組合と連携

した火災共済の普及・加入促進を行っている。 

 

・防災備品の備蓄 

災害発生に伴う停電時等の最低限の会館保守を目的に、ポータブル充電器、懐中電灯、ブルーシー

ト、乾電池、ストーブ、灯油、救急用品、工具類、軍手、ゴム手袋、タオル、ゴミ箱等の防災用品を

当会館内及び倉庫に備蓄している。 

 

・新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援 

特別相談窓口の設置（資金調達、給付金、助成金等の国や群馬県、上野村の施策の情報提供）、事

業者への影響調査等のほか、群馬県、群馬県商工会連合会、上野村と連携しながら、感染拡大防止に

向けた各種情報提供を行っている。 

 

２．課題 

（商工会の課題） 

・当会職員には防災経験や訓練自体の経験者が少なく、ハザードマップの把握をはじめとする危機 
管理に関する情報収集や防災意識の高揚が急務である。 

・緊急時におけるＢＣＰに沿った対応トレーニングができていないため、緊急時の対応及び行動が 
職員に周知教育できていない。 

・職員の事業者ＢＣＰ策定に関する支援スキル取得が急務である。 
・職場における感染防止対策の周知と実施の徹底、確認が必要である。 
・感染症リスクを考慮すると、テレワークや遠隔地、事務所間とのやり取りにおけるオンライン会 

議システム等の仕組みづくりが必要である。 

 

（管内事業者の課題） 

・管内事業者の事業継続力強化計画の策定件数が十分ではなく、啓発活動の強化が必要であり、事 
業者に向けた地域の災害リスクに関しての周知も不足している。 

・管内事業者は、家族のみで経営している小規模事業者が多く、ＢＣＰへの関心は低いことから、Ｂ 
ＣＰに取組む意識も薄い。優先順位も高くないため、防災・減災・復旧対策が不十分である。 

・新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一斉休業や営業停止に追い 
込まれるリスクがあるため、感染症リスクに対応した支援体制を構築する必要がある。 

 



３．目標 

・管内小規模事業者に対し、自然災害リスクや感染症等リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知

するためセミナーを開催する。 
・事業継続力強化計画策定後の訓練実施により、行動力強化を図り災害発生時の行動力の可視化を図

ります。また、訓練後、事業継続計画はＰＤＣＡサイクルにより、常時ベストな計画で運用します。 
・発災時、非常時における連絡体制の構築。 
・情報共有体制を円滑に行うため、当会と当村との間における被害情報報告、共有ルートを構築する。 
・発災後、速やかな復興支援策が行えるよう、また域内において感染症発生時には速やかに拡大防止

措置を行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築する。 
・小規模事業者に対して災害リスクの認識を促すとともに、事前の計画策定等を支援する。 

■事業継続力強化計画認定：３社／年 
■各種共済・保険制度への加入推進（見直し含む）：５社／年 
（火災保険、業務災害保険、ビジネス総合保険、経営者休業補償、福祉共済、貯蓄共済、その他） 

 

※ その他 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに群馬県へ報告する。 

事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

１．事業継続力強化支援事業の実施期間（令和６年１月１日～令和１０年３月３１日） 

   

２．事業継続力強化支援事業の内容 

  当会と当村の役割分担及び体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

（１）事前の対策 

 自然災害等による緊急時の取組について具体的な体制やマニュアルを整備し、自然災害発災時 
や感染症発生時に速やかな応急対策等に取り組めるようにする。 

 

（ア）小規模事業者に対する災害等のリスク周知 

  自然災害等による緊急時の取組について具体的な体制やマニュアルを整備し、自然災害発災時 
や感染症発生時に速やかな応急対策等に取り組めるようにする。 

 

（イ）商工会の事業継続計画の作成 

 ・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリスク及 
びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共済加入、 
行政の支援策の活用等）について説明する。 
・会報や村広報、ホームページ等において、国の施策の紹介やリスク対策の必要性、損害保険や 
生命保険、傷害保険等の概要、事業者ＢＣＰ（事業継続力強化計画のほか、即時に取組可能な簡易 
的なものを含む）に積極的に取り組む小規模事業者の紹介等を行う。 
・小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰの策定による実効性のある取組の推進や効果的な訓練実施等 
について指導及び助言を行い、ＰＤＣＡサイクルの運用を図る。 
・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の施策 
の紹介、損害保険の紹介等を実施する。 
・新型ウイルス感染症は、いつでも、どこでも発生する可能性があり、感染の状況も日々変化する 
ため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされることなく、冷静に対応する 
ことを周知する。 
・新型ウイルス感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、感染拡大防止策等について事業者 
への周知を行うとともに、今後の感染症対策に繋がる支援を実施する。 



・事業者へ、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設置、ＩＴやテレワーク環 
境を整備するための情報や支援策等を提供する。 

 

（ウ）関係団体等との連携 

・損害保険会社と連携し、会員事業者等を対象に専門家派遣や普及啓発セミナー等を実施する。 
 また関係機関への普及啓発ポスター掲示やリーフレット設置を依頼する。 
・感染症に関しては、収束時期が予測しづらいこともあり、リスクファイナンス対策として各種保

険（生命保険や傷害保険、感染症特約付き休業補償など）の紹介等も実施する。 

  

（エ）フォローアップ 

・小規模事業者の事業者ＢＣＰ等取組状況を確認する。  

・事業者ＢＣＰ策定支援の進捗について、経営指導員等が巡回窓口等で確認し、必要な場合には随

時、専門家を交えるなどフォローを行う。  

・必要に応じて、上野村事業継続力強化支援協議会（仮称）（構成員：当会、当村）を開催し、状

況確認や改善点等について協議する。 

 

（オ）当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害（震度 6 強の地震）が発生したと仮定し、当村との連絡ルートの確認等を行う。  

（訓練は必要に応じて実施する）。 

 

（２）発災後の対策 

〈１〉大規模自然災害 

自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そのうえで、 

下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

①応急対策の実施可否の確認  

・発災後、１時間以内に職員の安否報告を行う。  

（ＳＮＳ等を利用した安否確認や業務従事の可否、大まかな被害状況（家屋被害や道路状況等）  

を当会と上野村で共有する。） 

 

②応急対策の方針決定 

・当会と上野村との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。  

（豪雨における例）  

職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤せず、職員自身がまず身の安全確保を行

った上で、警報解除後に出勤する。  

・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。  

・大まかな被害状況を確認し、下記表に基づき３日以内に上野村、県連と情報共有する。 

 

被害規模 被害の状況 想定する応急対応 

大規模な被害

がある 

・地区内 10％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓

ガラスが 割れる」等、比較的軽微な被害が発生し

ている。 

・地区内 1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物

の全壊・半壊」等、大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れな

い、もしくは、交通網が遮断されており、確認が

できない。 

①相談窓口の設置 

②被害調査 

③経営課題把握 

④復興支援業務被害がある 

被害がある ・地区内 1％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガ ①相談窓口の設置 



ラスが割れる」等、比較的軽微な被害が発生して

いる。 
・地区内 0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建

物の全壊・ 半壊」等、大きな被害が発生している。 

②被害調査 
③経営課題把握 

被害はない ・目立った被害の情報がない 特に行わない 

 ※連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

 

③被害状況の情報共有 

 ・当会と当村は、原則として以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間  １日に２回共有する 

１週間～２週間  １日に１回共有する 

２週間～１ヵ月 １週間に２回共有する 

１ヵ月以降 １週間に１回共有する 

 

〈２〉感染症の世界的大流行（パンデミック） 

感染症の世界的大流行（パンデミック）が発生した場合は、以下の手順で対応する。 

 

①管内事業者に対するリスクの周知 

・発生国の経済状況・工場の稼働状況等、今後管内事業者の経営に影響を与えうるリスクについて周

知する。 

 

②管内事業者の被害状況の確認 

・当村は、来庁又は問い合わせを受けた管内事業者の被害状況を確認する。  

・当会は、巡回・電話等により管内事業者の被害状況を確認する。 

 

③被害状況の情報共有 

・当会と当村は、原則として以下の間隔で被害情報等を共有する。 

    

海外発生期     １週間に１回共有する 

国内発生早期 １週間に１回共有する 

国内感染期 ２日に１回共有する 

国内感染拡大期 １日に１回共有する 

 

④被害状況の情報報告 

・当会と当村で情報を共有した上で、当村においては県が定める期日までに県へ報告する。 

また、当会においては県連合会が定める期日までに県連合会に対しても報告を行う。 

 

 

（３）発災時における指示命令系統・連絡体制 

・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行うこ

とができる仕組みを構築する。 
・二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことの可否について検討する。 
・当会と上野村は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備等）の算定方法について、 
あらかじめ検討しておく。 
・当会と当村が共有した情報を、群馬県の指定する方法にて当会又は当村より群馬県商工会 

連合会を通じて群馬県へ報告する。 



   

（連絡ルート）  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

・相談窓口の開設方法について、上野村と相談する。 
（当会は、国の依頼を受けた場合は、特別相談窓口を設置する）。 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 
・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 
・応急時に有効な被災事業者施策（国や群馬県、上野村の施策）について、地区内小規模事業者等へ

巡回訪問やホームページ等で周知する。 

・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした 支 
援策や相談窓口の開設等を行う。 

 

（５）地区内小規模事業者に対する復興支援 

・群馬県の方針に従って、復旧・復興の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 
・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等を群

馬県等に相談する。  
 

※その他  
・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに群馬県へ報告する。 
 
 

群馬県 経済産業局等 

上野村 県連合会 

上野村商工会 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和５年１２月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の

事業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営

指導員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指導員等による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先  

 

 経営指導員 飯塚智広  群馬県多野郡上野村川和１１ 

 TEL 0274-59-2254 / FAX 0274-59-2465 E-mail: ueno2254@uenomura.ne.jp 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

・計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①上野村商工会 

   〒370-1614 群馬県多野郡上野村川和 11 

   ＴＥＬ：0274-59-2254      ＦＡＸ：0274-59-2465 

   E-mail：ueno2254@uenomura.ne.jp 

②上野村総務課 

   〒370-1614 群馬県多野郡上野村川和 11 

   ＴＥＬ：0274-59-2111      ＦＡＸ：0274-59-2470 

   E-mail：somuka@vill.ueno.gunma.jp 

 

（４）被害情報等報告先 

群馬県商工会連合会総務企画課 

〒371-0047 群馬県前橋市関根町 3-8-1 

TEL 027-231-9779 / FAX027-234-3378  E-mail: somu@gcis.or.jp 

   報告にあたっては、収集情報の取りまとめ等が容易なメールを第一に利用する。 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに群馬県へ報告する。 

上野村 
村長 

上野村 
総務課 

上野村商工会 
会長 

上野村商工会 
法定経営指導員 

連携 

連絡調整 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位:千円） 

 
５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

必要な資金の額 １５ １２５ １２５ １３５ １６０ 

 

・セミナー開催費 
・専門家派遣費 
・チラシ等作製費 
・その他経費 

（感染症対策他） 

０ 
０ 

１５ 
０ 

３０ 
２０ 
２５ 
５０ 

３５ 
２５ 
２５ 
４０ 

４０ 
３０ 
２５ 
４０ 

５０ 
３５ 
２５ 
５０ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

 

会費収入、上野村補助金、 群馬県補助金 、事業収入等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

株式会社日本政策金融公庫 高崎支店  

 住 所：〒370-0826 高崎市連雀町 81 オカバ高崎ビル 5F 

 代表者：支店長 福島英男 

 

ぐんま共済協同組合 高崎支店 

 住 所：〒370-0006 高崎市問屋町 2-7-8 高崎商工会議所 3F 

 代表者：支店長 森田和久 

 

連携して実施する事業の内容 

①小規模事業者に対する災害リスクの周知 

②小規模事業者の事業継続計画等の策定とフォローアップ 

③災害時の地区内小規模事業者に対する専門的内容支援 

 

連携して事業を実施する者の役割 

①小規模事業者に対する災害リスクの周知 

②小規模事業者の事業継続計画等の策定とフォローアップ 

③災害時に活用できる制度や商品の案内 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

日本政策金融公庫 
高崎支店 

上野村商工会 ぐんま共済協同組合 
高崎支店 

小 規 模 事 業 者 等 

セミナー セミナー 

事業継続力強化支援 保険情報提供 融資制度情報提供 


